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国土交通省住宅局住宅生産課 
 
 

「次世代住宅ポイント制度の内容について」の修正等について 
 
 
平素より住宅行政の推進にご協力をいただき、誠に有難うございます。平成 31年３月

27日に平成 31年度予算及び関連税制法が成立し、税率引上げ後の住宅に関する需要変動

の平準化を図る支援策として、「住宅ローン減税の拡充」、「すまい給付金の拡充」、「次世

代住宅ポイント制度の創設」等を行うことが決まりました。 

次世代住宅ポイント制度について、他の補助金との併用や、分譲事業者によるポイント

予約申請の対象や申請期限等を整理するなど、一部内容の変更等を行いましたので、お知

らせいたします。なお、制度に関するお問い合わせは、次世代住宅ポイント事務局までお

願いいたします。 
 
１．「次世代住宅ポイント制度の内容について」の修正について 

平成 31年 2月 18日に公表した「次世代住宅ポイント制度の内容について」の記載内

容について、別添１のとおり修正をしましたのでお知らせいたします。修正後の「次世

代住宅ポイント制度の内容について」は別添２のとおりです。 
 
２．｢次世代住宅ポイント制度説明会資料｣の修正について 

１．｢次世代住宅ポイント制度の内容について｣の修正に合わせ、本年２月から３月に

実施した説明会の資料を修正しました。修正後の説明会資料は別添３のとおりです。 
 
３．｢次世代住宅ポイント制度 よくある問い合わせ｣について 

説明会やコールセンター等における本制度に関する主なお問い合わせについて、質問

と回答を別添４のとおり作成しました。 
 
（参考） 

・国土交通省住宅局ＨＰ「次世代住宅ポイント制度について」 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html 
 
 
≪お問い合わせ先≫ 

 国土交通省住宅局住宅生産課 電話：０３－５２５３－８１１１（代表） 

  担当：住宅ｽﾄｯｸ活用・ﾘﾌｫｰﾑ推進官 松井康治（内線３９４６３） 

係長 塙 洋介（内線３９４２８） 

係長 大町晃央（内線３９４７１） 
 
次世代住宅ポイント事務局 

 ホームページ ：https://www.jisedai-points.jp/ 

 コールセンター：０５７０－００１－３３９（ナビダイヤル） 

         （IP電話からのご利用 ０４２－３０３－１５５３） 

  受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日を含む） 

https://www.jisedai-points.jp/

